
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高騰に対
する特別加算

低所得世帯生活支援特別
ポイント事業

①物価高騰下における低所得世帯を支援するため、住民税非課税世帯を対象に、町の地域通貨を
１世帯当たり10,000ポイント（10,000円相当）を付与するもの（このポイントは１P＝1円とし
て、食料品販売店やその他多様な商店・サービスに利用できる。）。
②低所得世帯生活支援特別ポイント、地域通貨システム改修費、その他事務費
③低所得世帯生活支援特別ポイント：1,800世帯×10,000円＝18,000,000円、地域通貨システム
改修費（新たにポイント利用期限を設定するもの）：4,000,000円、その他事務費：1,500,000
円、合計23,500,000円
④令和７年度住民税非課税世帯

R8.1 R8.3

2
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子
育て世帯支援

学校給食費高騰緊急支援
事業（令和７年度分）

①給食材料費の高騰に伴う子育て世帯の負担軽減を目的として、学校給食費について、第3子以
降2/3、第2子1/3を支援する。
②経費内容
給食費単価　小学校340円（うち保護者負担305円、町負担35円）
　　　　　　中学校395円（うち保護者負担360円、町負担35円）
第３子以降　2/3補助（小学生167+10=177人、中学生57+10=67人）
第２子　　　1/3補助（小学生400+15=415人、中学生245+15=260人）
③【第３子以降：2/3補助】
　　小学校　305円×2/3×177人×200食＝7,198,000円
　　中学校　360円×2/3×67人×200食＝3,216,000円
　　合　計　10,414,000円　≒10,500,000円　①
　【第２子：1/3補助】
　　小学校　305円×1/3×415人×200食＝8,438,333円
　　中学校　360円×1/3×260人×200食＝6,240,000円
　　合　計　14,678,333円　≒14,700,000円　②
　【合  計】　①＋②＝25,200,000円
　【その他の事務経費】
　人件費（会計年度任用職員1名新規任用）1,600,000円（うち一般財源54,000円）、振込手数料
220,000円、コピー機使用料30,000円　　　　　合計　1,850,000円
④第3子以降、第2子を有する子育て世帯
 （個人への補助金であるため教職員分は含んでいない。）

R7.4 R8.3

3
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子
育て世帯支援

学校給食費高騰分助成事
業（令和７年度分）

①給食材料費の高騰により、本来であれば給食費の値上げが必要だが、相当分を支援すること
で、子育て世帯の家計負担の軽減に繋げる。
②値上げが必要な給食材料費相当額（小学校35円/食、中学校35円/食を支援　R7.4～R8.3まで）
③小学校　35円×1,045人×200食＝7,315,000円≒7,400,000円
　中学校　35円×566人×200食＝3,962,000円≒4,000,000円
　合計　11,400,000円
④立山区域学校給食会へ補助することにより、小中学校児童生徒を有する子育て世帯へ値上げを
転嫁しない。なお、対象者数に教職員分は含んでいない。

R7.4 R8.3

4
⑧地域公共交通・物流や
地域観光業等に対する支
援

R7公共交通等燃料価格高
騰対策支援事業（鉄軌
道）

①燃料価格高騰の影響を受けている公共交通事業者に支援を行う（動力費及び資材費の高騰分支
援）。
②公共交通の運行に係る燃料価格高騰分（R7年度：対象期間R7.3～R8.2）
③動力費：価格高騰幅(円)×使用量月平均(kWh)×期間(月)×市町村按分率
9.93円×1,333,971kWh×12月×1/2≒79,500,000円　※関係市町村負担1/2
79,500,000円×0.189＝15,025,500円…①　※関係市町村負担額のうち、立山町の按分率：0.189
資材費：(Ｒ5物件費-Ｒ2物件費)×市町村按分率
　　（108,192,000円－73,425,000円）×1/2≒17,400,000円
　　17,400,000円×0.189＝3,288,600円…②
　合計　動力費＋資材費（千円未満切り捨て）：18,314,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち交付金充当額7,536,000円）
④富山地方鉄道株式会社

R7.4 R8.3

5
①エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う低
所得世帯支援

R7要保護・準要保護児童
生徒就学援助費臨時給付

①物価高騰の影響を特に受ける要保護・準要保児童生徒の世帯への支援。
②要保護・準要保児童生徒一人当たり20,000円
③20,000円×（小88人＋中45人）＝2,660,000円
④R7準要保護児童生徒を有する補助者へ支給。

R7.5 R8.3

6
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子
育て世帯支援

家計支援児童生徒への食
糧臨時配布事業

①物価高騰による子育て世帯への支援として、夏季休業に合わせ、児童生徒（または保護者）に
対し、アレルギー対応非常食を配給することで、子育て世帯の食費にかかる経済的負担の軽減を
目的とする。
②アレルギー対応非常食1食当たり相当額
③小学校児童　1,040人×333円(税込み)＝346,320円
　中学校生徒　557人×429円（税込み）＝238,953円
　合　計　585,273円（うち、交付金充当額500,000円）
④小中学校児童生徒を有する子育て世帯

R7.7 R7.8

7
⑥農林水産業における物
価高騰対策支援

耕畜連携飼料自給率向上
対策事業

①飼料価格の高止まりが長期化する中、畜産農家の経営安定に向け、耕畜連携の取組を推進し、
稲発酵粗飼料※（以下、稲ＷＣＳ）の作付面積の拡大と飼料自給率の向上を図るため、稲ＷＣＳ
の生産・利用に必要な機械の導入に支援。
②経費内容
稲WCSの作付面積の拡大と飼料自給率の向上に寄与する機械導入に対する補助金（補助率1/6）
③【事業費1/6以上補助】
不耕起汎用播種機　6,500,000円×1/6＝1,083,000円
ロールベーラー（1台目） 10,500,000円×1/6＝1,750,000円
ロールベーラー（２台目）  9,590,000円×1/6＝1,598,000円
ジャイロレーキ　 2,721,400円×1/6＝  453,000円　　　　　計　4,884,000円
④畜産農家（立山町畜産収益力向上協議会）

R7.9 R8.3
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8
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子
育て世帯支援

物価高騰対策入学準備支
援（年長・小６）

①物価高騰の影響を受ける子育て世帯を対象に、新年度に小学校・中学校へ入学する際の学用品
の準備に対する支援として、児童1人あたり、10,000ポイントの地域通貨（たてポ：１P＝１円）
を支給する
②生徒一人当たり10,000ポイント（たてポ）
③年長：190人×10,000P＝1,900,000円
　 小６ ：191人×10,000P＝1,910,000円
　 消耗品10，000円、郵送料10,000円、　合計　3,830,000円
　（うち、交付対象経費2,300千円）
④対象の児童を有する子育て世帯

R8.1 R8.3

9
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子
育て世帯支援

物価高騰対策入学準備支
援（中３）

①物価高騰の影響を受ける子育て世帯を対象に、新年度に高校へ入学する際に発生する、学用品
の購入に要する経費の一部として、生徒1人あたり、20,000ポイントを支給する
②生徒一人当たり20,000ポイント（たてポ）
③中３ ：195人×20,000P＝3,900,000円
　 消耗品10，000円、郵送料10,000円、委託料500,000円　合計　4,420,000円
　（うち、交付対象経費2,800千円）
④対象の生徒を有する子育て世帯

R8.1 R8.3

10
①エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う低
所得世帯支援

ひとり親等世帯への臨時
生活支援事業行政ポイン
ト付与・コスメギフト配
布事業（令和６年度国補
正分）

①ひとり親等世帯の生活支援のため、町内加盟店舗で利用できる行政ポイント（地域通貨）を付
与すると同時に、物価高騰により満足に化粧品や日用品を手にできない方へ、企業で余剰となっ
ているコスメ等をセットにしたギフトを無償配布する。
②児童扶養手当受給者（世帯）につき10,000ポイント、コスメギフト
③行政ポイント：10000円×130世帯＝1,300,000円　事務費：消耗品費6,000円、通信運搬費
5,000円、使用料5,000円　コスメギフト：手数料のみ41,000円
　合　計：1,357,000円
④児童扶養手当を受給しているひとり親世帯　約130世帯

R7.7 R7.11

11
①エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う低
所得世帯支援

物価高騰対策食料品配布
事業（令和６年度国補正
分）

①物価高騰により食料品や燃料等の価格が高騰している中、その影響を受ける独居高齢者の生活
支援のため、町赤十字奉仕団等による高齢者宅訪問に併せ、食料品を配布するもの。また、余剰
が生じた場合は、町社会福祉協議会が実施するフードドライブ事業に提供したり、福祉業務を通
じて、生活支援が必要な方への配布により、幅広い支援を行う。
②食料品（パックごはん、フリーズドライ味噌汁等）、配布経費（食料品保管コンテナ、配布用
袋、郵送料等）
③赤十字奉仕団等が把握する80歳以上独居高齢者450世帯、2,500円/世帯
　450世帯×2,500円＝1,125,000円
　配布事務費　270,000円　　合計1,395,000円
④食料品価格高騰の影響を受ける生活者（80歳以上独居高齢者等）

R7.7 R7.12

12
④消費下支え等を通じた
生活者支援

地域通貨還元ポイント
アップ物価高騰緊急支援
事業（令和７年度）

①地域通貨のポイント還元率を10倍に引き上げることにより、物価高騰等の影響を受ける町民の
暮らしを支え、町の経済活動の活性化に繋げることを目的とする。このポイントは１P＝1円とし
て、食料品販売店やその他多様な商店・サービスに利用できる（実施期間　令和８年１月１日～
令和８年３月31日）。
②キャンペーン分（９倍）のポイント相当額等の補助
③ポイント（９倍）分　1,000,000円×13週＝13,000,000円
　 チラシ印刷・新聞折込等広報・臨時加入申込窓口設置費用等　500,000円
④地域通貨振興加盟店協会へ補助（地域通貨会員（17,894人）、地域通貨加盟店舗：85店舗
（R7.12月時点）への効果の波及）

R7.12 R8.3

13
③物価高騰に伴う子育て
世帯支援

物価高騰対策子育て世帯
特別給付金事業

①物価高騰下における子育て支援策として、18歳（高校生年代）以下の子ども一人につき、
10,000円を支給するもの。
②18歳（高校生年代）以下の子ども１人につき10,000円
③給付金　10,000円×3,400人＝34,000,000円
　事務費　700,000円、合計：34,700,000円
④児童手当受給世帯

R8.1 R8.3
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令和７年度補正予算 重点支援地方交付金の活用状況について
富山県 立山町

２億９,１６９万円交付限度額
７,１７０万円（２５％）うち令和７年度 交付決定額

−うち令和８年度 交付決定額
２億２,０２６万円（７５％）残額

■実施状況

■主な事業概要 （詳細は別途実施計画をご覧ください）

◆物価高騰対策子育て世帯特別給付金事業 事業費：３,４７０万円
物価高騰下における子育て支援策として、18歳（高校生年代）以下の子ども一人につき、10,000円を支給するもの。

◆低所得世帯生活支援特別ポイント事業 事業費：２,３５０万円 ※食料品特別加算を活用
物価高騰下における低所得世帯を支援するため、住民税非課税世帯を対象に、町の地域通貨を１世帯当たり10,000ポイント

（10,000円相当）を付与（このポイントは１P＝１円として、食料品販売店やその他多様な商店・サービスに利用できる。）。

◆地域通貨還元ポイントアップ物価高騰緊急支援事業（令和７年度） 事業費：１,３５０万円
地域通貨のポイント還元率を10倍に引き上げることにより、物価高騰等の影響を受ける町民の暮らしを支え、町の経済活

動の活性化に繋げることを目的とする。このポイントは１P＝１円として、食料品販売店やその他多様な商店・サービスに利
用できる（実施期間 令和８年１月１日〜令和８年３月31日）。

生活者支援

※事業費の全部又は一部に本交付金を充当予定

＜令和８年３月時点＞


